
【小林質問】 グループや団体に対して

一律に減免を行うというのではなくて、

どんな人たちがどんな活動をしているの

かということに対して政策的に減免を適

用するというやり方はどうか。 

【教育部長】 政策的な観点から減免に

ついて、審議会へ諮ってみたい。 

 安曇野市の学校給食理念の第１には、安心・安全でおいしい給食づくり、とあるのですが、

これが「近代的な施設で衛生管理の徹底を図る」ということであって、食材の安心・安全では

なかったというのが、これはかなりの衝撃でした。「（有機無農薬栽培の農産物は）虫などの

異物混入のリスクを取り除くために、より丁寧な洗浄を行う必要が生じる」ので、オーガニッ

ク給食の取り組みは難しいというのです。このコジツケみたいな答弁に、や

る気の無さがにじみ出ていてガッカリでした。農林部からも、「ＪＡでは有

機農産物の推奨はしておりません」とか「当市の米づくりは慣行の栽培を前

提とした体制が確立しており、これを大きく崩すということは困難」といっ

た答弁が続き、環境保全型農業の推進は御題目だけなのかと残念でした。 

 現状はそんなですが、有機無農薬米の導入は重要、訴えていきます。 
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Q1【小林質問】 市の公共施設の使用

料は、消費税増税による変更以外では大

きく変わっていない。使用料は安いに越

したことはないが、人口減少・経済縮小

の今後は、財政的余裕は見込めないので

見直しが必要である。合併して14年、

公共施設の再配置計画と並行して、使用

料の設定についても基本的な方針を打ち

出す時期ではないか。 

【市長】 合併時に決めた使用料は、公

共施設全体として統一した基準で算定し

たものではないので、見直すべき時期に

来ていると考える。 

【総務部長】 受益者負担の原則から、

利用者と非利用者との公平性に配慮しな

がら見直しを行う。まず、施設の更新費

用、維持管理に必要な経費等を考慮しな

がら、施設の設置目的を踏まえた統一的

な算定基準での試算を進めていきたい。 

【小林質問】 使用料の減免や免除の基

準の見直しについて。平成28年１月に

減免の規定が改正され、それまではほと

んどの団体が減免団体となっていた状況

を踏まえ、受益と負担の公平化を考慮

し、登録基準の厳格化、明確化を図った

ということだが、このことにより、使う

人と使わない人の負担の公平化が進んだ

かといえば、むしろ実感としては不公平

感が強まったのではないか。本来的な負

担の公平を損なうことなく、使用料の減

額や免除を行うにはどうしたらいいの

か、基準の見直しが必要ではないか。 

【教育部長】 体育施設については、現

在スポーツ推進審議会で、使用料の減免

割合の見直しについて審議中である。ま

た、根拠法や条例が異なる交流学習セン

ターや明科の交流学習施設ひまわりにつ

いては、それぞれに減免規定がある。 
安心・安全でおいしい給食は「衛生管理の徹底」だけでいいの？ 

◆安曇野市議会12月定例会小林じゅん子の一般質問◆
Ｑ1.公共施設の使用料 見直しの時期が来ているのでは？  

Ｑ2.環境保全型農業の推進とオーガニック給食の取り組みは？ 

▲公共施設予約システム～ネットで施設の空

き状況確認や施設の仮予約ができます。 

Q2 環境保全型農業の推進と 

   オーガニック給食の取り組みは？ 

【小林質問】 学校給食の理念や目的か

ら、有機無農薬栽培の農産品を使用し

た、いわゆるオーガニック給食について

の見解は。 

【教育長】 オーガニックの考え方に基

づいて栽培された無農薬有機農産物を、

子どもたちに提供することのよさは十分

認識しているが、学校給食では安定的な

供給や価格の問題があるので困難ではな

いかと思う。 

【小林質問】 ご飯を有機無農薬米にす

ることから始めてはどうか。 

【教育部長】 現在、学校給食で使用し

ている米は、地産地消の観点から100％

安曇野産の米なので、有機無農薬米の導

入の考えは現在のところない。 

 

 議員活動報告会と 

♪まちづくりトーク♪ 

 市民の皆さんとの意見交換の時間を拡

大。増田望三郎議員と小林じゅん子に加

え、今回から林孝彦議員も加わります。 

ど う ぞ お 気 軽 に お い で く だ さ い  !  ! 

日時：1月25日(土)午前10時半 
場所：豊科交流学習センター 

   「 き ぼ う 」 2 階  学 習 室 １ 

子ども連れでもご遠慮なくどうぞ♪ 

体育館で合唱練習 目的外使用で料金２倍 なんとかして！ 

 ５０人程度の混声合唱団が、練習に使えるような施設が市内には少なく、困っているという

状況があります。そこで、冷暖房付でピアノがある体育館施設を借りようとすれば、これが目

的外使用になるということで、使用料が２倍になってしまうのです。このような場合、目的外

という扱いではなく「他に適当な施設がない」ということで、通常の使用料で利用することは

できないものでしょうか。また、同様に交流学習センターのホールも使用料の料金体系が違う

ので、公民館施設の講堂などを利用する場合の２倍近い使用料がかかります。公民館施設の使

用と同じ扱いで利用することはできないでしょうか。 

【小林質問】 100％安曇野産といって

も、特別栽培米（減農薬・減化学肥料）

でさえない。安定的な供給が難しいと

いっても、まずは１回やってみないか。

米飯給食１回分で617キログラム必要

（年間では100トン）。通常の米なら１

反10俵ぐらいで、これで足りるが、有

機無農薬米だと１反５～６俵が限度と思

われるので２反分とみて、１回使ってみ

ることは可能。 

 それによってオーガニック給食のよさ

が子どもたちから家庭に伝わり、地域に

も広がる。結果として農業者を後押しす

る、その第一歩になる。価格は高くなる

が、市が補助するだけの価値はある。 

【教育部長】 オーガニックの農産物を

使うには、虫などの混入を避ける等の安

全性の確保の課題もあり、有機無農薬米

の導入は考えていない。 
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議 案書によれば、平成30年６月下旬に市

立認定こども園（保育園）の教室で、こ

ども同士のいたずらによって一方の園児が精神

的な被害を受けて退園を余儀なくされ、その後

市外へ転出する事態となった。市は関係者と協

議し、被害を受けた園児や保護者への対応を

図ってきたが、精神的苦痛は現在も続いている

ということで、令和元年９月に市に対し早期解

決のための慰謝料の請求があった。 

市 は、このような事態を回避しえなかった

ことについて深く陳謝し、解決金として

２００万円を賠償することで、和解することと

なった。市の説明をいくら聞いても、漠然とし

た話しかなく、実際に保育園で何があったのか

明らかにされなかったので、判断が難しかっ

た。責任能力のない子ども同士のトラブルとい

うことで、どちらの園児にも不利益が及ばぬよ

う配慮したためと思うが、「市はこのような事

態を回避しえなかった」ということでは、全面

的に市の保育の落ち度を認めたかたちである。 

私 は質疑で、市の落ち度を認めるならば、

関係した保育士や職員の処分と再発防止

策が必要ではないかと質した。懲戒処分につい

ては、市の分限懲戒検討委員会で審査するが、

この和解議案が議決されたのちに審査するとの

答弁。再発防止策については、充分な内容はな

く事の重大さが伝わってこない答弁であった。 

問 題が起こってから和解に至るまでに、１

年以上もかかったのはなぜなのか。当初

は問題の認識がなかったのか。保護者との見解

の相違があったのか。そもそも、損害賠償が必

要なほどの落ち度があったのか等々、わからな

いことばかりであった。したがって、和解金２

００万円が妥当かの判断は、私にとっては非常

に困難であったため、採決に際しては退席し

た。ほかに増田議員も退席したが、賛成多数で

和解議案は可決となった。 

える修正案を提出しましたが、通りませ

んでした。 

 今回の陳情は、非戦・非核を挿入する

改正を求めたもので、７年前の修正案の

趣旨に通ずるものでした。この平和都市

宣言の制定時の経緯を忘れることができ

ずにいる私としては、当然ながら「非

戦・非核を挿入する改正」を求めた陳情

には大賛成でしたが、採決の結果は陳情

採択に反対が１４、採択に賛成が６で、

残念ながら不採択となりました。 

 今でも釈然としないのは、平和都市宣

言の文案に対するパブリックコメント

（2010年実施）では、22件の市民意

見が寄せられ（市が行った数多くのパブ

リックコメントの中でも反響が大きかっ

た）そのほとんどに、反戦・反核、核兵

器廃絶・戦争放棄を明確に表現すること

を望む意見が書かれていたにもかかわら

ず、宣言文に反映されなかったことで

す。そのパブコメの２年後に制定された

宣言文には、注釈として「核兵器も戦争

もない世界をめざしています」の説明が

加えられましたが、やはり「宣言」とは

程遠いものだと思っています。 

◆安曇野市平和都市宣言の改正を求める陳情は不採択◆ 

市の平和都市宣言を日本国憲法の精神に基づき、非戦・非核を挿入する改正を 

求めた陳情は、賛成・反対の討論が活発に交わされるも賛成少数で不採択に 

「安曇野市平和都市宣言」 

北アルプスの麓 清らかな水 

緑かがやく 自然豊な安曇野を 

私たちは守っていきます 

健康で幸な生活のために 

みんなで支え合い 差別のない社会を 

私たちは築いていきます 

みんなの笑顔が 子どもたちの明るい未来が 

いきいきとした命の営みが続くことを 

私たちは求めていきます 

平和を願う人々と手を取り合って 

全ての不安や争いをなくすために 

私たちは行動します 

私たちは 美しい故郷 安曇野から 

平和な社会の実現に向け 

ここに「平和都市」を宣言します 

 上記下線部分に、注釈として「もちろ

ん、核兵器も戦争もない世界をめざして

います」の説明が付された、この安曇野

市平和都市宣言は、７年前の１２月議会

で市長が提案し、可決されたものです。

当時、私を含む６人の議員が「全ての不

安や争いをなくすために」という漠然と

した表現を、注釈で用いている「核兵器

も戦争もない世界をめざし」の文言に替

 

2,000,000円 
保育行政の不手際認め和解金 

http://www.city.azumino.nagano.jp/gikai/ 安曇野市議会ホームページで、議案に対する議員別賛否の一覧をご覧いただけます。 

議会選出の監査委員に立候補～１票差で落選 なぜか白票８票～ 

 市議会議員任期４年の折り返し点となる10

月25日の臨時議会では、正副議長選挙に始ま

る一連の議会人事が決まった。今回、私は監

査委員に立候補（じつに３度目）。事前の全

員協議会では、一人３分以内で所信表明をし

たのち、無記名投票による選挙となった。 

 開票結果は、坂内不二男議員７票で当選。

小林じゅん子は残念ながら６票で落選。意外

だったのは、無効票（白票）が８票もあった

こと。坂内議員は政和会（７人）の７票と思

われ、私への６票は無所属（３人）と共産党

（３人）に由来するものと推測。ここまでは

予測の範囲としても、白票が８票もあったこ

とは、私にはまったく予想外であった。 

《監査委員に立候補するに当たって 

        小林じゅん子の所信表明》 

 昨年の４月から、自治体の監査委員のうち

議会選出の委員の廃止が選択できるようにな

りました。このような法改正が行われた要因

は、議会選出の監査委員が、その所属する会

派の影響を受けかねず、独立性に疑問が生じ

る懸念があること。また、議会の監査委員は

「名誉職」扱いだとか、「１年、２年で交代

し、専門性に乏しい」といった批判があるた

めです。要するに、議会選出の監査委員が、

監視機能を充分に果たせていなかったことに

起因しているということです。 

 そのような議会選出の監査委員の課題から

見ると、少数会派や無所属であり、かつ野党

的立場の議員が監査委員になることは、議会

の監視機能を高めるためには、大きなメリッ

トとなると考えます。 

 地方自治における二元代表制をしっかりと

機能させるためには、安曇野市議会において

これまでずっと議会の最大会派であり市長与

党的会派から監査委員を出してきた、このや

り方を考え直すべき時が来ていると思いま

す。この際、無所属議員である小林じゅん子

を、ぜひ議会選出の監査委員に推していただ

きますようお願いいたします。 

「北アルプスいのちと食の会」設立へ 

 将来の地球環境のために、環境に負荷を

かけず、いのちと食を守るために、私たち

はどのように行動していったらよいかを考

え、実践・活動していく会として、「北ア

ルプスいのちと食の会」を立ち上げます。 

 活動の柱は、①食の安全を守るための県

条例制定をめざす。②学校給食に有機無農

薬栽培の農産物の導入をめざす。③化学物

質過敏症の相談・救済センターの設置をめ

ざす。入会歓迎、一緒に活動しませんか。 


